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5.1 ポンプ設備 
 
 5.1.1 計画地に対して 

    計画地は沿岸部に位置するため、厳しい腐食環境が懸念される。そのた

め配管材の選定や塗装には十分注意する必要がある。 

    本計画では、巡視船岸壁 A,B,C から給油できるように給油設備を設置

する。ただし、一岸壁の No.1 バース及び No.2 バースでの同時給油は無

いものとする。A 重油を送油（給油）するためのポンプは、各岸壁に対し

て１台（計３台）設けるが、ポンプのメンテナンスおよび故障を考慮し

て、各ポンプが互いに他ポンプのスペアとして運転できるように配管を敷

設し、バルブの開閉により配管系統を切り替えることができるようにする

（巡視船係留後のバースシフトが困難なため、ポンプ故障時は配管系統を

切り替えることで給油する）。 

    巡視船岸壁 B,C については、岸壁中央に給油口を設置し、ゴムホース

の接続向きを変えることにより、No.1 バース及び No.2 バースの両バース

で給油できるようにする。 
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図 5.1.1 配管ルート図 
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図 5.1.2 配管系統図 
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図 5.1.3 領域区分図 
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 5.1.2 ポンプ能力の検討 

タンクから巡視船へ送油するためのポンプは、同様の設備で用いら

れる渦巻きポンプを採用する。給油時の流量（≒ポンプの吐出能力）

については、暫定的に 250kL/h と設定した（現状のバンカー船による

給油では、およそ 100kL/h の給油作業であったため、約２倍の流量で

給油作業が可能となるように設定した）。ポンプ能力の算定に用いた A

重油の物性を下表に示す。この値は、弊社で直近に計画した給油設備

の設計に用いた A 重油スペックである。 

 

表 5.1.2.1 物性表 

 
     上表の物性データを用い、配管サイズ及びポンプに必要な揚程を検討

する。配管サイズの検討は、現在計画されている配管ルート図及び想定

される配管雑品を含めた上で、配管圧力損失と流速を考慮し、最適と思

われる選定を行った。なお本検討において、配管の肉厚は全てのサイズ

で Sch40 と設定した。 

配管圧力損失は、一般的な単相流の円管内の圧力損失計算に採用さ

れるダルシ―・ワイスバッハの式（Darcy-Weisbach Equation）を用い

て算出した。 

 

  dP = λ・ LD・ρV2
2  

  λ =   

  Re =  
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     dP：摩擦圧力損失[kPa] 
     λ : 摩擦損失係数 

L : 配管相当長[m] 
       D : 配管内径[mm] 
     ρ : 流体密度[kg/m³] 
      V : 流速[m/s]（＝流量 / 配管断面積） 

           Re : レイノルズ数 
           ν : 動粘度[m²/s]（＝粘度 / 密度） 
 

 【計算結果】 

   1） [受入配管のサイジング] 

A 重油のタンカーによる受入は、2 船同時受入は無いものとして

計算した。 

      受入時の流量は、タンカーに搭載されているポンプ能力によるが、 

      本計算では、2,000DWT 級タンカーに搭載されているポンプ能力 

      700kL/h＊1）とした。（2,000DWT 級タンカーによる給油は、給油基

地の燃料総保有容量 6,000kL に対して、想定される１回の燃料受入

量となる）。 

       

＊1）次ページに参考として 2,000DWT 級タンカーの船舶証明書を示

す。荷役設備の主ポンプ能力 750KL/H より実稼働時を 700kL/h
と想定した。 

表 5.1.2 計算結果① 

 
       計算結果より、A 重油受入は 250A が最適と判断する。 

(可燃性液体の流速は、3～5m/s が望ましい。)＊2） 
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＊2）A 重油は、引火点が 40℃を超える（A 重油の設計引火点 60℃）

不気化性の非帯電石油製品であり静電気対策は不要とされてい

る。そのため消防法で定められている流速制限（1ｍ/ｓ）に該当

せず通常の 3～5m/s 運転とした。 
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   2）[給油配管のサイジング] 
ⅰ）タンク～ポンプ吸込み側 

タンク～共通配管部分 
※共通配管部分の流量は 2 船同時給油を想定した。 
流量：250kL/h × 2 ＝ 500kL/h 

 
表 5.1.3 計算結果② 

 
      計算結果より、A 重油給油配管の共通部分は、250A が最適と 

判断した。 
 

ⅱ）分岐点～ポンプ吸込み口 

※流量：250kL/h 
    表 5.1.4 計算結果③ 

 
計算結果より、A 重油給油配管の各ポンプへの分岐点～ポンプ吸込 
み口間の配管サイズは、250A が最適と判断する（ポンプ吸込み部

分は、キャビテーションの発生防止を考慮して、流速 1m/s 程度が

望ましい）。 
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Ⅲ）ポンプ吐出口～B 岸壁給油口（最遠点） 

※流量：250kL/h 

 

表 5.1.5 計算結果④ 

 
       計算結果より、A 重油給油配管のポンプ吐出側の配管は、 

送り先までの距離が長いため、200A を最適と判断した。 
 

3）[必要揚程の推定] 
表 5.1.6 計算結果⑤ 

 

給油配管については、配管サイズを 200A とした場合、70m 程度の

揚程が必要となる。 
受入配管については、巡視船岸壁 A の受入口からタンク満液状態ま

で圧送するために 83m 程度の揚程が必要になる。（タンカーに搭載さ

れているポンプ能力に依る。）  
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図 5.1.4 ポンプ図（参考） 
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5.1.3 配管材の選定 

配管材は、危告示第５条に基づき選定する。ポンプは屋外タンク貯蔵所

の付属配管として消防申請することで「危政令第 11 条（屋外タンク貯蔵

所）」の基準を適用するものとし、告示に基づき、一般的な配管材である

配管用炭素鋼鋼管（SGP、JIS G 3452）とする。 

 

5.1.4 検査及び試験について 

    非破壊検査（目視検査、浸透探傷検査、放射線透過試験）を下記の要領

で行う。 

「屋外タンク貯蔵所」、の配管については、外観目視検査は新規配管 

溶接線全線を対象とし、浸透探傷検査は外面全溶接線長の 20％以上を対 

象とする。検査合格基準は危規則第 28 条の 27 第 1 項による。 

 

 5.1.5 その他 

    配管等へのレタリング（配管系統を表す文字書き）は別途とする。 

 

 

5.2 配管設備 

 5.2.1 計画地に対して 

    計画地は沿岸部に位置するため、厳しい腐食環境が懸念される。そのた

め配管材や塗装、敷設方法には十分注意する必要がある。また、当該計画

地では他の計画が進行しているため、当計画を考慮した上での配管設備を

配置することになる。 

道路横断部については、トレンチ内に配管を敷設する計画とし、車両通

行を考慮し、かつ目視点検可能なグレーチング上蓋とする。トレンチ内に

は雨水等が流入することが考えられるので、油水分離槽を介して海へ放流

する排水設備を設ける。 

巡視船岸壁 B,C 上の配管については、ジェット燃料補給用ローリー車や

4t トラック（糧食積込車両）の通行を考慮して、トレンチ内に敷設する計

画とする。また、巡視船岸壁 B,C の上部工は無筋コンクリート（t=1.8m）
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であり、トレンチの設置が困難かつ費用が大きくなることを考慮して、車

両通行部のみトレンチ内敷設とした地上敷設案も併せて検討する。地上敷

設案について、配管が車両通行の妨げとならないことは、4t トラックの軌

跡図より確認している。 

 

 
図 5.2.1 構内配管ルート図 
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図 5.2.2 構外配管ルート図（A 桟橋） 

 
図 5.2.3 構外配管ルート図（B・C 桟橋）地下案 
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図 5.2.4 構外配管ルート図（B・C 桟橋）地上案 

 

 

 

 

図 5.2.5 4ｔトラック軌跡図（B・C 桟橋）地上案 

  
本事業では、桟橋への配管は地下配管とし、 

B・C 桟橋に幅１ｍ、深さ８０ｃｍの側溝を敷設する計画としている。 

詳細については、参考資料 5-1～参考資料 5-4 を参照のこと。 
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5.2.2 配管材の選定 

    配管材は、危告示第 5 条に基づき選定する。本計画に係る配管設備は部

分ごとに「危政令第 11 条（屋外タンク貯蔵所）」、「危政令第 18 条の 2

（移送取扱所）」、「危政令第 17 条（給油取扱所）」の基準が適用される

が、中でも「移送取扱所」の配管設備には厳しい基準が設けられている。 

    告示に基づき、屋外タンク貯蔵所の付属配管は一般的な配管材である配

管用炭素鋼鋼管（SGP、JIS G 3452）とし、移送取扱所及び給油取扱所

の配管は圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370 Sch40、JIS G 3454）とす

る。 

 

 5.2.3 配管の接合 

    配管等の接合方法は、適用基準に基づき決定する。「屋外タンク貯蔵

所」、「給油取扱所」の基準が適用される箇所についてはフランジ接合と

し、「移送取扱所」の基準が適用される箇所については危規則第 28 条の 7

に基づき溶接接合とする。 

 

 5.2.4 配管架台基礎 

    配管架台基礎は、6m 毎に設けることとして、数量を計上した。 

 

5.2.5 防錆処置の検討 
配管の防錆処置については、腐食環境の厳しい海上部においてアルミナ

イズ加工と防食テープ巻きの 2 通りが考えられる。 

当該検討位置では次ページの資料に基づき将来のメンテナンスに有利で

ライフサイクルコスト（L.C.C）を鑑みたアルミナイズ加工を採用する。

次貢にアルミナイズ処理の資料（抜粋）を掲載する。 

この時、サポート架台接触部の配管（80A 以上）には、防食パッドを取

り付ける事とする。 
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第 5 章 送油設備（ポンプ・配管）の設計 

 



 
第 5 章 送油設備（ポンプ・配管）の設計 

 5.2.6 検査及び試験について 

    ⑴非破壊検査（目視検査、浸透探傷検査、放射線透過試験） 

「屋外タンク貯蔵所」、「移送取扱所」及び「給油取扱所」の配管に

ついては、外観目視検査は新規配管溶接線全線を対象とし、浸透探傷

検査は外面全溶接線長の 20％以上を対象とする。 

「移送取扱所」配管については、上記に加え、放射線透過試験を全

溶接線長の 20％以上について適用する。放射線の線源は、X-Ray とガ

ンマ線の併用とする。 

非破壊検査の合格基準は危規則第 28 条の 27 第 1 項による。 

 

⑵耐圧試験 

  圧縮空気及び窒素で配管常用圧力の 1.5 倍に加圧し溶接線、フラン

ジに石鹸水をかけ気泡の発生の無いことを確認する。また配管全体に

変形等の異常の無いことを確認する。 

 ※移送取扱所配管は、水圧にて 24 時間放置により漏れ、変形の無い事

を確認する。（危告示第 42 条） 

 

 5.2.7 その他 

    配管等へのレタリング（配管系統を表す文字書き）は別途とする。 

 

5.3 その他 

5.3.1 マリンローディングアーム 

    マリンローディングアームとは、ゴムホースによる荷役と比較して、よ

り安全・確実・迅速に行うことを目的として製作された全金属製の流体荷

役装置である。ゴムホースによる荷役と比較した場合、過酷な荷役条件の

もとでも経済的、かつ能率的に荷役を行うことが可能である。 

    本計画では、タンカー船からタンクへの燃料受け入れ作業時のみ、マリ

ンローディングアームを用いることとする。巡視船への給油作業について

は、巡視船の給油口位置及び周辺の設備がローディングアーム接続の障害

となることが懸念されるため、従来通りのゴムホース接続とする。 
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以下に比較表を示し、ローディングアームの必要性について整理する。 

 

表 5.3.1 ホースとローディングアーム比較表 
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図 5.3.1 マリンローディングアーム図(参考) 


